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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】信頼性の高い計測値を容易に得られる超音波診
断装置及び計測プログラムを提供する。
【解決手段】超音波診断装置１００は、設定部と、第１
算出部と、第２算出部と、表示制御部とを備える。設定
部は、関心領域を設定する。第１算出部は、超音波走査
によって収集された関心領域に含まれる各位置の計測値
に基づいて、計測結果を算出する。第２算出部は、関心
領域に含まれる各位置の計測値に基づいて、計測結果の
信頼性に関する計測メトリクスを算出する。表示制御部
は、計測結果を表示させるとともに、計測メトリクスに
基づいて決定されたガイダンスを表示させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　関心領域を設定する設定部と、
　超音波走査によって収集された前記関心領域に含まれる各位置の計測値に基づいて、計
測結果を算出する第１算出部と、
　前記関心領域に含まれる各位置の前記計測値に基づいて、前記計測結果の信頼性に関す
る計測メトリクスを算出する第２算出部と、
　前記計測結果を表示させるとともに、前記計測メトリクスに基づいて決定されたガイダ
ンスを表示させる表示制御部と、
　を備える、超音波診断装置。
【請求項２】
　前記第１算出部は、プッシュパルスにより生じたせん断波が前記関心領域に含まれる各
位置に伝わる速度を表すせん断速度を、前記計測値として算出する、
　請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記計測メトリクスが第１所定範囲内であるか否かを判定する第１判定部を更に備え、
　前記表示制御部は、前記計測メトリクスが前記第１所定範囲内ではないと判定された場
合に、前記計測結果が統計的に信頼できない結果を示すメッセージを、前記ガイダンスと
して表示させる、
　請求項１又は２に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記計測値の収集が、第１所定回数以上行われたか否かを判定する第２判定部を更に備
え、
　前記表示制御部は、前記第１所定回数以上行われていないと判定された場合に、前記計
測値の収集を継続することを示すメッセージを、第２ガイダンスとして表示させる、
　請求項１～３のいずれか一つに記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記計測メトリクスとして、前記計測値の複数回の収集に基づく複合的な計測メトリク
スが算出される場合に、前記複合的な計測メトリクスが第２所定範囲内であるか否かを判
定する第３判定部を更に備え、
　前記表示制御部は、前記複合的な計測メトリクスに基づいて決定されたガイダンスを表
示させる、
　請求項１～４のいずれか一つに記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記表示制御部は、前記複合的な計測メトリクスが前記第２所定範囲内であると判定さ
れた場合に、前記計測値の収集を中止可能であることを示すメッセージを、前記ガイダン
スとして表示させる、
　請求項５に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記表示制御部は、前記複合的な計測メトリクスが前記第２所定範囲内ではないと判定
された場合に、範囲外となる個々の前記計測値及び前記計測結果のうち少なくとも一方を
表示させる、
　請求項５に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記表示制御部は、前記複合的な計測メトリクスが前記第２所定範囲内ではないと判定
された場合に、前記複合的な計測メトリクスが統計的に信頼できないことを示すメッセー
ジを、前記ガイダンスとして表示させる、
　請求項５に記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記複合的な計測メトリクスが前記第２所定範囲内ではないと判定された場合に、前記
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計測値の収集が、第２所定回数行われたか否かを判定する第４判定部を更に備え、
　前記表示制御部は、前記第２所定回数行われたと判定された場合に、前記複合的な計測
メトリクスが統計的に信頼できないことを示すメッセージを、前記ガイダンスとして表示
させる、
　請求項５に記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記第２所定回数行われたと判定された場合に、前記計測値の収集を再度実行する、前
記関心領域を再度設定するか、又は、前記計測値の収集を中止するかを決定する第１決定
部を更に備える、
　請求項９に記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　設定された前記関心領域に応じて、前記計測値の収集が行われる回数を表す計測回数を
決定する第２決定部とを更に備える、
　請求項１～１０のいずれか一つに記載の超音波診断装置。
【請求項１２】
　超音波プローブに超音波を送信させる送信部と、
　送信された前記超音波の反射波を受信する受信部と、
　受信された前記反射波に基づいて、超音波画像データを生成する画像生成部とを更に備
える、
　請求項１～１１のいずれか一つに記載の超音波診断装置。
【請求項１３】
　前記送信部は、３次元領域である前記関心領域に対して、前記超音波を送信し、
　前記受信部は、前記３次元領域から前記反射波を受信し、
　前記画像生成部は、前記３次元領域に対応するボリュームデータを、前記超音波画像デ
ータとして生成する、
　請求項１２に記載の超音波診断装置。
【請求項１４】
　関心領域を設定する設定部と、
　超音波走査によって収集された前記関心領域に含まれる各位置の計測値に基づいて、計
測結果を算出する第１算出部と、
　前記計測値の収集が複数回実行される場合に、複数回分の前記計測結果に基づいて、複
合的な計測メトリクスを算出する第２算出部と、
　前記複合的な計測メトリクスに基づいて、前記計測結果の信頼性を判定する判定部と
　を備える、超音波診断装置。
【請求項１５】
　関心領域を設定する設定部と、
　超音波走査によって収集された前記関心領域に含まれる各位置の計測値に基づいて、計
測結果を算出する第１算出部と、
　前記関心領域に含まれる各位置の前記計測値に基づいて、前記計測結果の信頼性に関す
る計測メトリクスを算出する第２算出部と、
　前記計測値の収集が複数回実行される場合に、各回の前記計測メトリクスに基づいて、
各回の前記計測結果が許容可能か否かを判定する判定部と、
　許容可能と判定された回の計測値に基づいて、統計的代表値を算出する第３算出部と
　を備える、超音波診断装置。
【請求項１６】
　前記計測結果が許容可能か否かを判定するための閾値を設定するための操作を操作者か
ら受け付ける操作部を更に備え、
　前記判定部は、前記操作部が受け付けた操作によって設定された閾値に基づいて、各回
の前記計測結果が許容可能か否かを判定する、
　請求項１５に記載の超音波診断装置。



(4) JP 2018-15556 A 2018.2.1

10

20

30

40

50

【請求項１７】
　関心領域を設定し、
　超音波走査によって収集された前記関心領域に含まれる各位置の計測値に基づいて、計
測結果を算出し、
　前記関心領域に含まれる各位置の前記計測値に基づいて、前記計測結果の信頼性に関す
る計測メトリクスを算出し、
　前記計測結果を表示させるとともに、前記計測メトリクスに基づいて決定されたガイダ
ンスを表示させる、
　各処理をコンピュータに実行させる、計測プログラム。
【請求項１８】
　関心領域を設定し、
　超音波走査によって収集された前記関心領域に含まれる各位置の計測値に基づいて、計
測結果を算出し、
　前記計測値の収集が複数回実行される場合に、複数回分の前記計測結果に基づいて、複
合的な計測メトリクスを算出し、
　前記複合的な計測メトリクスに基づいて、前記計測結果の信頼性を判定する、
　各処理をコンピュータに実行させる、計測プログラム。
【請求項１９】
　関心領域を設定し、
　超音波走査によって収集された前記関心領域に含まれる各位置の計測値に基づいて、計
測結果を算出し、
　前記関心領域に含まれる各位置の前記計測値に基づいて、前記計測結果の信頼性に関す
る計測メトリクスを算出し、
　前記計測値の収集が複数回実行される場合に、各回の前記計測メトリクスに基づいて、
各回の前記計測結果が許容可能か否かを判定し、
　許容可能と判定された回の計測値に基づいて、統計的代表値を算出する、
　各処理をコンピュータに実行させる、計測プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、超音波診断装置及び計測プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　信頼できる医学的な定量的結果を得ることは困難な場合がある。患者はそれぞれ大きく
異なりうるため、結果が許容可能であるかどうかの判断は、幅広い経験を必要としうる。
データ、被検者の生理機能および変化の不適切な取得のため、または取得したデータが異
常または陰性の結果を示すため、結果が「悪い」結果であったかどうかを判断するのに、
しばしば主観的判断がなされる。この不確実性に対応するために、複数の計測値を取得し
て統計分析を使用し、「悪い」結果の識別を手助けし、また異常または陰性の結果の信頼
度を高める。しかし、これは機器および人材の非効率的な使用である。
【０００３】
　本明細書に提供される「背景技術」の記述は、本開示の文脈を概略的に提示する目的の
ためである。本発明者らの論文は、その論文がこの背景技術のセクションに記載されてい
る限り、出願の時点で従来技術とみなされないこともある説明の態様同様、明示的にも、
暗示的にも、本開示に対する従来技術とは認められない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００６／０１３５８６０号明細書
【発明の概要】



(5) JP 2018-15556 A 2018.2.1

10

20

30

40

50

【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、信頼性の高い計測値を容易に得ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態に係る超音波診断装置は、設定部と、第１算出部と、第２算出部と、表示制御
部とを備える。設定部は、関心領域を設定する。第１算出部は、超音波走査によって収集
された前記関心領域に含まれる各位置の計測値に基づいて、計測結果を算出する。第２算
出部は、前記関心領域に含まれる各位置の前記計測値に基づいて、前記計測結果の信頼性
に関する計測メトリクスを算出する。表示制御部は、前記計測結果を表示させるとともに
、前記計測メトリクスに基づいて決定されたガイダンスを表示させる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、一実施形態に係る超音波診断装置の構成図である。
【図２Ａ】図２Ａは、一実施形態に係る画像診断手順の間にガイダンス及び強調を提供す
る方法のフローチャートである。
【図２Ｂ】図２Ｂは、一実施形態に係る画像診断手順の間にガイダンス及び強調を提供す
る方法のフローチャートである。
【図２Ｃ】図２Ｃは、一実施形態に係る画像診断手順の間にガイダンスおよび強化を提供
する方法のフローチャートである。
【図３】図３は、一実施形態に係る例示的な計算装置を示す。
【図４】図４は、一実施形態に係るデータ処理システムの概略図である。
【図５】図５は、一実施形態に係る例示的な中央演算処理装置を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下の詳細な説明は添付の図面と関連付けて参照してより良く理解されるため、本実施
形態及びそれに付随する利点の多くを、容易により完全に理解できるであろう。
【０００９】
　一実施形態において、超音波診断装置は、選択された解剖学的領域の前の画像の参照デ
ータと、選択された解剖学的領域の所定の計測回数とを格納するメモリを備える。超音波
診断装置は、取得済みの患者の超音波画像データに対して計測値の収集を行って少なくと
も１つの計測結果を生成し、生成された少なくとも１つの計測結果を表示し、少なくとも
１つの計測結果の計測メトリクスを計算し、超音波診断装置の操作者に向けたガイダンス
と一緒に計算済みの計測メトリクスを表示するように構成された処理回路機構をさらに備
える。当該ガイダンスは、最適化された質に関する公開統計メトリクスを基準にした計算
済みの計測メトリクスおよび少なくとも１つの計測結果に基づいて決定される。
【００１０】
　別の実施形態において、信頼できる診断結果を決定する方法は、取得済みの患者の超音
波画像データに対して計測値の収集を行って少なくとも１つの計測結果を生成することと
、少なくとも１つの計測結果を表示することと、少なくとも１つの計測結果の計測メトリ
クスを計算することとを含む。本方法は、超音波診断装置の操作者に向けたガイダンスと
一緒に計測メトリクスを表示することをさらに含む。当該ガイダンスは、最適化された質
に関する公開統計メトリクスを基準にした計測メトリクスおよび少なくとも１つの計測結
果に基づいて決定される。本方法のステップは処理回路機構を介して実行される。
【００１１】
　別の実施形態において、非一時的なコンピュータ可読記憶媒体は、処理回路機構によっ
て実行されたときに回路機構に方法を実行させるコンピュータ可読命令を有する。本方法
は、取得済みの患者の超音波画像データに対して計測値収集を行って少なくとも１つの計
測結果を生成することと、少なくとも１つの計測結果を表示することと、少なくとも１つ
の計測結果の計測メトリクスを計算することとを含む。本方法は、超音波診断装置の操作
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者に向けたガイダンスと一緒に計測メトリクスを表示することをさらに含む。当該ガイダ
ンスは、最適化された質に関する公開統計メトリクスを基準にした計測メトリクスおよび
少なくとも１つの計測結果に基づいて決定される。
【００１２】
　エラストグラフィは、体組織等の軟組織の弾性特性をマッピングする医用イメージング
方式である。体組織が硬組織であるか軟組織であるかの判断により、潜在的疾患、変形、
またはその他健康に関する問題の存在または状態についての診断情報が与えられる。例え
ば、癌性腫瘍は多くの場合、周りの組織よりも硬く、罹患肝臓は通常、健康な肝臓よりも
硬い。超音波および磁気共鳴エラストグラフィ（Magnetic　Resonance　Elastography：
ＭＲＥ）は、比較のために剛性組織マップと解剖学的画像とを取得するのに使用可能な２
つの技術である。しかしながら、体内の硬組織対軟組織のマップからは定量化が得られな
い。
【００１３】
　本明細書に記載されるエラストグラフィのための実施形態は、標的組織の特性決定を提
供可能な計測値を生成するせん断波エラストグラフィ（シアウェーブ・エラストグラフィ
）に特有のものである。
【００１４】
　完全に非侵襲的なエラストグラフィは、多くの臓器における多くの病状を調べるために
使用できる。エラストグラフィは、解剖学的画像の診断情報を取得するために使用するこ
ともできる。エラストグラフィは、剛性が増加もしくは減少した領域またはせん断波速度
を特定するために使用可能な組織情報を提供する。エラストグラフィは、病変部または封
入体のない臓器からの値を提供することもできる。エラストグラフィはさらに、追加情報
を診断画像に追加することによって生検領域を特定するためにも使用できる。
【００１５】
　エラストグラフィは、肝臓内の疾患を調べるために使用することもできる。特定の閾値
を超えた肝臓剛性の増加は、線維化を示すことができ、線維化の程度および肝硬変への進
行を確認できる。エラストグラフィは乳癌、甲状腺癌、および前立腺癌の検出および診断
のために使用でき、また筋肉および腱の機械的特性および状態を決定する筋骨格イメージ
ングに好適でもありうる。
【００１６】
　エラストグラフィは、移動、振動、または変位に対応する体組織を観察する方法である
。体の表面または臓器をプローブまたはツールにより押したり、変形させたり、または振
動させたりすることによって歪みが生じうる。集束超音波（プッシュパルス）の照射力を
使用して、組織内に遠くからの「押す力」を生成できる。脈または鼓動等の正常な生理学
的過程もまた歪みを生じうる。
【００１７】
　エラストグラフィ技術は、どのイメージング様式を用いて歪み反応を観察し、生じさせ
るかによって類別できる。エラストグラフィ技術としては、超音波、磁気共鳴イメージン
グ（Magnetic　Resonance　Imaging：ＭＲＩ）、および触覚イメージング（Tactile　Ima
ging：ＴＩ）の圧力／応力センサが挙げられる。体組織反応は、１次元の線、２次元平面
、または３次元体積の形態の画像であってよい。体組織反応は、単一の値、パラメトリッ
クマップ、傾斜、動画ファイル、または単一の画像として記録することも可能である。結
果を特定組織の正常な画像と比較し、相対値を取得した場合は、イメージングされた組織
が異なる剛性値を示す場所を指し示すことができる。絶対値を取得した場合は、絶対値は
単に評価のために確認される。
【００１８】
　反応を観察後、相対硬度を波の速度と一緒に表示できる。傾斜またはヤング率を計算可
能である。エラストグラフィ技術はさまざまな原理に基づいている。第１の原理は、所定
の印加応力に対して、硬い組織は軟らかい組織ほど変形しない、すなわち、歪まないこと
である。第２の原理は、機械的な波（具体的には、せん断波）は軟らかい組織よりも硬い
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組織の中を速く通ることである。波の速度を表示するエラストグラフィシステムもあれば
、ヤング率または類似のせん断弾性係数等の剛性を計算する技術もある。
【００１９】
　診断用厚層断層撮影または超音波診断法としても知られている医用超音波は、音波を使
用してソノグラムとしても知られている超音波画像を生成する。超音波画像は、超音波ト
ランスデューサを使用して超音波パルスを組織に送り込むことにより生成される。音波は
組織と相互に作用し、異なる組織はさまざまな音波を反射する。エコーは処理され、画像
、パラメトリックマップ、および／または値として表示される。
【００２０】
　医用超音波は、その他の診断方法に優るいくつかの利点を有し、例えば、リアルタイム
で画像を提供し、携帯でき、比較的低コストで、電離放射線を使用しない。多くの厚層断
層撮影器具は１～１８ＭＨｚの周波数範囲で動作するが、特別な領域、例えば、眼の前房
では最大５０～１００ＭＨｚの周波数が使用されている。
【００２１】
　周波数の選択は、画像の空間分解能とイメージング深度とのトレードオフとなることが
あり、周波数が低いほど分解能は小さくなるが、より深度の深い身体画像を生成する。高
周波音波ほど小さな波長を有するため、小さな構造から反射または散乱しうる。高周波音
波ほど大きな減弱係数も有するため、より容易に組織に吸収される。筋肉、腱、乳房、副
甲状腺等の浅層組織および新生児脳は、より良好な距離分解能および方位分解能を提供す
る高周波（約７～１８ＭＨｚ）でイメージングされる。肝臓および腎臓等の深度の深い構
造は、距離分解能および方位分解能は小さいが高ペネトレーションな低周波（約１～６Ｍ
Ｈｚ）でイメージングされる。
【００２２】
　超音波トランスデューサは、音を交流（Alternating　Current：ＡＣ）に変換し、また
ＡＣを音に変換することにより、超音波を電気信号および／または電気信号を超音波に変
換する。標的の性質は、音波からのエコーを解釈することによって評価される。アクティ
ブ超音波センサは高周波音波を生成し、センサから受信したエコーを評価する。信号の送
信からエコーの受信までの時間間隔を計測して、被検体までの距離を求める。
【００２３】
　超音波は、トランスデューサの形状、トランスデューサの前側のレンズ、または超音波
スキャナからの一連の複雑な制御パルスのいずれかにより集束可能である。集束によって
、トランスデューサの表面から円弧状の音波を得る。音波は体内に進み、所望の深度で集
束する。トランスデューサ表面の特別な材料によって、音響不整合を低減することにより
音は効率的に体内に送信できる。加えて、水性ゲルは患者の皮膚と超音波トランスデュー
サとの間に置かなければならない。水性ゲルは患者の皮膚と超音波トランスデューサプロ
ーブとの間のカップリング剤として作用し、アーチファクトを引き起こす空気を除去する
。
【００２４】
　超音波は、異なる組織間の層から部分的に反射されるか、または小さな構造から散乱さ
れる。音は、体内、例えば、血漿中の血液細胞、臓器内の小構造等の音響インピーダンス
変化がある場所であればどこでも反射する。反射の一部はトランスデューサに戻る。
【００２５】
　超音波がトランスデューサに戻ることは、超音波の送信と同じプロセスをもたらすが、
ただし逆方向である。戻った超音波はトランスデューサを振動させ、トランスデューサは
振動を電気パルスに変える。電気パルスは超音波スキャナへと進み、処理され、デジタル
画像に変換される。
【００２６】
　図１は、一実施形態に係る超音波診断装置１００の構成を示す構成図である。超音波診
断装置１００は、超音波プローブ１０５、送信部１１０、受信部１２０、Ｂモードプロセ
ッサ１２５Ａ、Ｂモードボリュームデータ生成部１２５Ｂ、ドップラープロセッサ１３０
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Ａ、ドップラーボリュームデータ生成部１３０Ｂ、３次元画像生成部１３５、画像再構成
プロジェクタ１４０、およびディスプレイ１４５を備える。
【００２７】
　超音波プローブ１０５は２次元的に配列された複数のトランスデューサを備える。超音
波プローブ１０５は、送信部１１０から駆動信号を受信し、超音波を患者に送信する。患
者に送信される超音波は、体内組織の音響インピーダンス不連続表面から順次反射される
。超音波プローブ１０５は、反射した超音波をエコー信号として受信する。このエコー信
号の振幅は、エコー信号を反射する不連続表面の音響インピーダンス差に依存する。送信
された超音波が動く血流または心臓壁等の動く患者の表面から反射されるとき、エコー信
号は、ドップラー効果のため、超音波送信方向における動く患者の速度成分に応じて周波
数偏移を受ける。超音波プローブ１０５は、３次元スキャンを行うことが可能であれば必
ずしも２次元配列型プローブである必要はない。例えば、超音波プローブ１０５は機械的
に揺動可能な１次元配列型プローブであってもよい。
【００２８】
　送信部１１０は、超音波プローブ１０５によって患者のスキャン対象ボリュームの３次
元スキャンを繰り返し実行する。この３次元スキャンの結果、送信部１１０は、スキャン
ボリュームと関連付けられた複数のスキャンラインを有する複数のエコー信号を出力する
。
【００２９】
　より具体的には、送信部１１０は、超音波送信のためのプリアンプ１１１、送信遅延回
路１１２、およびパルス発生部１１３を備える。パルス発生部１１３は、所定のレート周
波数で各チャネルにレートパルスを繰り返し発生させる。送信遅延回路１１２は、超音波
をビームに集束させ、各チャネルに対する送信指向性を決定するために必要とされる遅延
時間を各レートパルスに与える。パルス発生部１１３は、遅延されたレートパルスそれぞ
れに基づくタイミングで、駆動パルスを超音波プローブ１０５に印加する。
【００３０】
　受信部１２０は、超音波受信のためのプリアンプ１２１、受信遅延回路１２２、および
加算回路１２３を備える。プリアンプ１２１は、超音波プローブ１０５からエコー信号を
受信し、受信したエコー信号をチャネル毎に増幅する。受信遅延回路１２２は、信号をビ
ームに集束させ、各チャネルに対する受信指向性を決定するために必要とされる遅延時間
を、デジタル信号に変換された各エコー信号に与える。加算回路１２３は、遅延時間が与
えられたそれぞれのエコー信号を加算する。この加算処理によって、エコー信号の受信指
向性に対応する方向からの反射成分が増強され、受信指向性および送信指向性に従って超
音波ビームを形成する。１つの超音波ビームは、１つの超音波スキャンラインに対応する
。各スキャンラインに対するエコー信号はＢモードプロセッサ１２５Ａおよびドップラー
プロセッサ１３０Ａに送られる。
【００３１】
　Ｂモードプロセッサ１２５Ａは、受信部１２０からのエコー信号を対数的に増幅し、対
数的に増幅されたエコー信号の包絡線を検出して、エコー信号の強度を表すＢモード信号
のデータを生成する。生成されたＢモード信号のデータは、Ｂモードボリュームデータ生
成部１２５Ｂに送られる。
【００３２】
　Ｂモードボリュームデータ生成部１２５Ｂは、Ｂモードプロセッサ１２５ＡからのＢモ
ード信号に基づいて、患者と関連するボリュームデータ（以後、Ｂモードボリュームデー
タと呼ばれる）を生成する。より具体的には、Ｂモードボリュームデータ生成部１２５Ｂ
は、各スキャンラインの位置情報に従ってＢモード信号のデータをメモリに３次元的に配
置し、スキャンライン間にＢモード信号のデータを補間する。この配置処理および補間処
理は、複数のボクセルによって構成されるＢモードボリュームデータを生成する。各ボク
セルは、対応するＢモード信号のデータの強度に対応するボクセル値を有する。
【００３３】
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　ドップラープロセッサ１３０Ａは、受信部１２０からの各エコー信号を周波数分析して
、ドップラー効果により血流、組織、および造影剤エコー成分を抽出し、平均速度、分散
、色の濃度（ｐｏｗｅｒ）等の血流情報の強度を表すドップラー信号のデータを生成する
。生成されたドップラー信号のデータは、ドップラーボリュームデータ生成部１３０Ｂに
送られる。
【００３４】
　ドップラーボリュームデータ生成部１３０Ｂは、ドップラープロセッサ１３０Ａからの
各ドップラー信号に基づいて、患者と関連するボリュームデータ（以後、ドップラーボリ
ュームデータと呼ばれる）を生成する。より具体的には、ドップラーボリュームデータ生
成部１３０Ｂは、各スキャンラインの位置情報に従ってドップラー信号のデータをメモリ
に３次元的に配置し、スキャンライン間にドップラー信号のデータを補間する。この配置
処理および補間処理は、複数のボクセルによって構成されるドップラーボリュームデータ
を生成する。各ボクセルは、対応するドップラー信号のデータの強度に対応するボクセル
値を有する。
【００３５】
　３次元画像生成部１３５は、Ｂモードボリュームデータに対する３次元画像処理を行う
ことにより２次元Ｂモード画像のデータを生成する。３次元画像生成部１３５はさらに、
ドップラーボリュームデータに対する３次元画像処理を行うことにより２次元ドップラー
画像のデータを生成する。３次元画像再構成プロジェクタ１４０の処理としては、多断面
再構成（Multi-Planar　Reconstruction：ＭＰＲ）処理、曲面多断面再構成（Curved-Pla
nar　Reconstruction：ＣＰＲ）処理、ボリュームレンダリング、表面レンダリング、お
よび最大値投影法（Maximum　Intensity　Projection：ＭＩＰ）が挙げられる。生成され
たＢモード画像データおよびドップラー画像データはディスプレイ１４５に送られる。
【００３６】
　ディスプレイ１４５は、３次元画像再構成プロジェクタ１４０からのＢモード画像を表
示する。ディスプレイ１４５はさらに、３次元画像再構成プロジェクタ１４０からのドッ
プラー画像を表示する。ディスプレイ１４５は、ドップラー画像をＢモード画像に重ね合
わせながらＢモード画像およびドップラー画像を表示できる。ディスプレイ１４５は、必
要に応じて、ＣＲＴ（Cathode-Ray　Tube）ディスプレイ、液晶ディスプレイ、有機エレ
クトロルミネセンスディスプレイ、プラズマディスプレイ等のディスプレイ装置を挙げる
ことができる。
【００３７】
　超音波診断装置１００はメモリ１５０をさらに備える。メモリ１５０は、Ｂモードボリ
ュームデータ生成部１２５ＢからのＢモードボリュームデータおよびドップラーボリュー
ムデータ生成部１３０Ｂからのドップラーボリュームデータを格納する。メモリ１５０の
データ内容としては、装置制御プログラム、画像データ、到着時間－色対応表、分析プロ
グラム、および計測プログラムが挙げられるが、これらに限定されない。
【００３８】
　超音波診断装置１００は中央演算処理装置（Central　Processing　Unit：ＣＰＵ）（
処理回路機構）等のプロセッサ１５５をさらに備える。プロセッサ１５５は、超音波診断
装置１００のそれぞれの構成を制御する。図３～図５を参照してプロセッサ１５５を本明
細書で詳細に説明する。
【００３９】
　図１は、入力１６５を受信するインタフェース１６０を示す。図１はさらに、イントラ
ネットまたはインターネット等の外部ネットワーク等のネットワーク１７０を示す。イン
タフェース１６０は、本体装置１００ａと画像処理装置１００ｂとの間の通信および操作
のための操作パネル、外部記憶装置、およびネットワークインタフェースを有して構成さ
れうる。
【００４０】
　表１は、肝臓等の関心領域のせん断波評価から取得されうる結果（Shear　Wave　Resul
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ts）を示す。複数回の読取りが行われ、結果は、平均（Mean）、中央値（Median）、標準
偏差（Standard　deviation：ＳＤ）、四分位数間領域（InterQuartile　Range：ＩＱＲ
）、およびＩＱＲ／中央値について計算されたものである。
【００４１】
【表１】

【００４２】
　表１に示す結果において、製造業者によっては、質指数（ＩＱＲ／中央値）が０．３０
超である場合、さらなる計測値の取得を推奨する場合がある。例えば、さらなる１０個の
計測値を取得できる。しかし、収集中の計測値の信頼性の欠如に関するフィードバックは
ない。経験の浅い使用者では、フィードバックの欠如は好ましくない結果につながりうる
。
【００４３】
　本明細書に記載される実施形態は、取得計測値それぞれにおける疑わしいデータおよび
／または範囲外の結果を強調する。いかなる範囲外の総合統計的計測値も強調される。加
えて、計測値収集の間にとるべき後の行動の手助けをするためにガイダンス命令を提供す
る。
【００４４】
　図２Ａ、図２Ｂ、および図２Ｃは、診断イメージング手順の間にガイダンスおよび強調
を提供する方法２００のフローチャートを示す。図２Ａ、図２Ｂ、および図２Ｃは、１つ
のフローチャートを示すものであり、まとめて一緒に見るものとする。これらの図の異な
るページへの、また異なるページからのフローチャートの経路を示すために、矢印が示さ
れる。
【００４５】
　方法２００は、ステップＳ２０５において、診断イメージング手順等の患者の診断プロ
セス開始から始める。しかしながら、その他の診断手順が本明細書に記載される実施形態
により考慮される。
【００４６】
　ステップＳ２１０において、特定の解剖学的構造または計測タイプを選択する。例えば
、患者の肝臓または体のその他の関心領域のイメージングを選択する。診断装置の使用者
または操作者は、患者のどの解剖学的領域を調べるか、および使用する特定の計測プロト
コルを決定する。別の例において、診断装置の処理回路機構は、パラメトリック画像の統
計分析に基づいて関心領域を選択できる。計測プロトコルは、どのメトリクスおよび閾値
を適用すべきかに関して、従う規則またはガイダンスを決定する。言い換えると、設定部
としてのプロセッサ１５５は、関心領域を設定する。
【００４７】
　ステップＳ２２０において、参照データを関連データベースから選択する。一例におい
て、びまん性肝疾患の参照データおよび関連メッセージを選択する。別の例において、肝
腫瘍の参照データおよび関連メッセージを選択する。選択された参照データに対する計測
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回数も与えられる。計測回数とは、イメージングエンカウンタ（ｅｎｃｏｕｎｔｅｒ）の
間に画像から取得した、許容される関心領域計測の回数である。一実施形態において、計
測回数は、前の画像の選択済み参照データから選択された解剖学的関心領域の統計分析に
基づく。言い換えると、第２決定部としてのプロセッサ１５５は、設定された関心領域に
応じて、計測値の収集が行われる回数を表す計測回数を決定する。
【００４８】
　ステップＳ２２５において、参照データをロードし、選択済み参照データの計測回数を
リセットする。一例において、肝腫瘍の参照データをロードし、肝腫瘍の計測回数をリセ
ットする。さらに１つまたは複数の肝腫瘍関連のメッセージもロードし、使用者が許容可
能な計測回数に達したかどうか、またいつ達したかを判断するのを手助けする。第２の例
において、びまん性肝疾患の参照データをロードし、びまん性肝疾患の計測回数をリセッ
トする。さらに１つまたは複数のびまん性肝疾患関連のメッセージもロードし、使用者が
許容可能な計測回数に達したかどうか、またいつ達したかを判断するのを手助けする。
【００４９】
　ステップＳ２３０において、選択済み参照データに対するデータ収集および計測配置を
実施する。計測値収集は、患者の選択された解剖学的関心領域の取得済み超音波画像デー
タに対して行われ、最適化された質に関する公開統計メトリクスに基づいて少なくとも１
つの計測結果を生成する。言い換えると、第１算出部としてのプロセッサ１５５は、超音
波走査によって収集された関心領域に含まれる各位置の計測値に基づいて、計測結果を算
出する。具体例を挙げると、第１算出部としてのプロセッサ１５５は、プッシュパルスに
より生じたせん断波が関心領域に含まれる各位置に伝わる速度を表すせん断速度を、計測
値として算出する。なお、関心領域の位置は、計測値の収集毎に異なっても良い。また、
計測値は、せん断速度に限定されるものではない。例えば、シアウェーブ・エラストグラ
フィが行われる場合には、計測値は、せん断速度に基づいて算出される硬さを表す指標値
であっても良い。また、せん断速度の解析により粘性が評価可能な場合には、計測値は、
粘性を表す指標値であっても良い。また、計測結果は、例えば、中央値、最大値、最小値
などに対応する。
【００５０】
　肝腫瘍診断プロトコルまたはびまん性肝疾患診断プロトコル等の選択されたタイプの診
断手順に従ってデータ計測値を収集する。収集したデータ計測値を、後の分析およびリア
ルタイムフィードバックのために計算装置のプロセッサを介して表に入力する。図３を参
照して、プロセッサおよび計算装置がより詳細に説明される。表は、表２を参照して本明
細書でさらに説明される。
【００５１】
　単なる例示目的のために、肝腫瘍およびびまん性肝疾患の２つのデータセットの例が与
えられる。しかしながら、複数のその他の選択肢およびそれらに関連するデータベースが
本明細書に記載される実施形態により考慮される。
【００５２】
　データ収集および計測配置をステップＳ２３０で完了した後、プロセスは図２Ｂのステ
ップＳ２４０に進み、個々の計測メトリクスが予め確立された範囲内であるかどうかを判
断する。関連するデータ収集および参照データの範囲は使用者に表示可能である。言い換
えると、第２算出部としてのプロセッサ１５５は、関心領域に含まれる各位置の計測値に
基づいて、計測結果の信頼性に関する計測メトリクスを算出する。なお、計測メトリクス
は、例えば、分散など、バラツキを評価可能な統計値であれば任意の統計値が適用可能で
ある。そして、第１判定部としてのプロセッサ１５５は、計測メトリクスが第１所定範囲
内であるか否かを判定する。
【００５３】
　本明細書における実施形態は、選択された解剖学的関心領域に適用されるメッセージガ
イダンスシステムについて記載している。解剖学的関心領域は使用者もしくは操作者によ
って、または超音波診断装置等の装置の処理回路機構によって選択できる。ガイダンスシ
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ステムは、選択された解剖学的関心領域のパラメトリック画像の統計分析に基づく。
【００５４】
　ステップＳ２９１において、個々の計測メトリクスが範囲内でなければ（ステップＳ２
４０Ｎｏ）、メッセージＭ２９１が表示され、範囲外の値を強調する。例示的なメッセー
ジＭ２９１は図２Ｃに示されており、「計測値の［実際の値］は統計的に信頼できない結
果を示しています。」というものである。しかしながら、範囲外のまたは信頼できない結
果を示唆するその他のメッセージを表示してもよい。言い換えると、表示制御部としての
プロセッサ１５５は、計測メトリクスが第１所定範囲内ではないと判定された場合に、計
測結果が統計的に信頼できない結果を示すメッセージを、ガイダンスとして表示させる。
【００５５】
　個々の計測メトリクスが範囲内であれば（ステップＳ２４０Ｙｅｓ）、ステップＳ２４
５で個々の計測値を許容するかどうかを判断する。個々の計測値を許容しない場合（ステ
ップＳ２４５Ｎｏ）、プロセスはデータ収集および計測配置のステップＳ２３０に戻る。
【００５６】
　個々の計測値が許容可能であれば（ステップＳ２４５Ｙｅｓ）、プロセスはステップＳ
２５０に進み、最低回数の計測が行われたかどうかを判断する。計測回数の計数は使用者
に表示できる。言い換えると、第２判定部としてのプロセッサ１５５は、計測値の収集が
、第１所定回数以上行われたか否かを判定する。
【００５７】
　最低回数の計測が行われていなければ（ステップＳ２５０Ｎｏ）、メッセージＭ２９２
がステップＳ２９２で表示される。例示的なメッセージＭ２９２は図２Ｃに示されており
、「計測値収集を継続してください。」というものである。最低回数の計測が行われてい
なければ、第１のタイプの失敗状態が生じる。計測の最低回数は、ステップＳ２１０にお
いて選択された解剖学的構造または計測タイプによって決定される。計測の最低回数は、
選択された解剖学的構造または計測タイプに関して確かな統計ベースに達する回数である
。その他のメッセージを表示して、計測を継続すべきであることを示すことができる。そ
の後、プロセスはデータ収集および計測配置のステップＳ２３０に戻る。言い換えると、
表示制御部としてのプロセッサ１５５は、第１所定回数以上行われていないと判定された
場合に、計測値の収集を継続することを示すメッセージを、第２ガイダンスとして表示さ
せる。
【００５８】
　最低回数の計測が行われていれば（ステップＳ２５０Ｙｅｓ）、プロセスはステップＳ
２５５に進み、複合的計測メトリクスが所定範囲内であるかどうかを判断する。複合的計
測メトリクスは、個々の計測メトリクスとは対照的に計測値の完全なセットの質の尺度を
含む。範囲は使用者に表示できる。言い換えると、第３判定部としてのプロセッサ１５５
は、計測メトリクスとして、計測値の複数回の収集に基づく複合的な計測メトリクスが算
出される場合に、複合的な計測メトリクスが第２所定範囲内であるか否かを判定する。そ
して、後述するように、表示制御部としてのプロセッサ１５５は、複合的な計測メトリク
スに基づいて決定されたガイダンスを表示させる。
【００５９】
　複合的な計測メトリクスが範囲内でなければ（ステップＳ２５５Ｎｏ）、メッセージＭ
２９３がステップＳ２９３で表示される。例示的なメッセージＭ２９３は図２Ｃに示され
ており、「計測値の［実際の値］は統計的に信頼できない結果を示しています。［実際に
強調されている値］の強調されている個々の計測値の拒否を考慮し、かつ／または強調さ
れている計測を繰り返して置き換えてください。」というものである。加えて、範囲外の
個々の計測値および範囲外の統計的計測値を使用者に表示できる。しかし、その他のメッ
セージを表示して、強調されている許容不可能な値および後にとるべき行動を示すことが
できる。計測メトリクスを個々の計測値および複合的計測値に適用して、質を評価する。
最低回数の収集が関連する適切な質のレベルで行われていれば、中止メッセージが表示さ
れる。言い換えると、表示制御部としてのプロセッサ１５５は、複合的な計測メトリクス
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が第２所定範囲内ではないと判定された場合に、範囲外となる個々の計測値及び計測結果
のうち少なくとも一方を表示させる。また、表示制御部としてのプロセッサ１５５は、複
合的な計測メトリクスが第２所定範囲内ではないと判定された場合に、複合的な計測メト
リクスが統計的に信頼できないことを示すメッセージを、ガイダンスとして表示させる。
【００６０】
　複合的計測メトリクスが範囲内であれば（ステップＳ２５５Ｙｅｓ）、メッセージＭ２
９４がステップＳ２９４で表示される。例示的なメッセージＭ２９４は図２Ｃに示されて
おり、「複合的計測値の［実際の値］は統計的に信頼できる結果を示しています。計測要
件は満たされています。収集を中止してください。」というものである。しかしながら、
許容可能な結果に到達し、さらなる計測値を収集する必要がないことを示すその他のメッ
セージを表示してもよい。言い換えると、表示制御部としてのプロセッサ１５５は、複合
的な計測メトリクスが第２所定範囲内であると判定された場合に、計測値の収集を中止可
能であることを示すメッセージを、ガイダンスとして表示させる。
【００６１】
　メッセージＭ２９４を表示した後、ステップＳ２７０において計測値収集が完了する。
【００６２】
　ステップＳ２６０において、ステップＳ２５５で複合的計測メトリクスが範囲内ではな
く、メッセージＭ２９３が表示された場合、最大回数の統計的に信頼できる計測が行われ
たかどうかを判断する。最大回数の統計学的に信頼できる計測を使用者に表示できる。計
測値群がメトリクス分析に基づいて統計学的に信頼できないとみなされる場合、使用者は
計測値収集プロセスを継続するようにというメッセージを受信する。使用者が計測の最大
回数に達し、複合的計測メトリクスが統計学的に信頼できないとみなされる場合、使用者
は中止メッセージを受信することになる。言い換えると、第４判定部としてのプロセッサ
１５５は、複合的な計測メトリクスが第２所定範囲内ではないと判定された場合に、計測
値の収集が、第２所定回数行われたか否かを判定する。
【００６３】
　最大回数の計測が行われていなければ（ステップＳ２６０Ｎｏ）、プロセスを進め、計
測値収集を継続するようにというメッセージＭ２９２を表示する。
【００６４】
　最大回数の計測が行われていれば（ステップＳ２６０Ｙｅｓ）、メッセージＭ２９５が
ステップＳ２９５で表示される。例示的なメッセージＭ２９５は図２Ｃに示されており、
「複合的計測値の［実際の値］は統計的に信頼できない結果を示しています。計測要件は
満たされていません。」というものである。しかしながら、許容可能な結果が得られてい
ないことを示すその他のメッセージを表示してもよい。言い換えると、表示制御部として
のプロセッサ１５５は、第２所定回数行われたと判定された場合に、複合的な計測メトリ
クスが統計的に信頼できないことを示すメッセージを、ガイダンスとして表示させる。
【００６５】
　メッセージＭ２９５を表示した後、ステップＳ２６５において、どの行動をとるべきか
決定する。第２の失敗状態が生じるとプロセスはステップＳ２６５に到達する。第２の失
敗状態は、ステップＳ２５０において最低回数の計測が行われたが、ステップＳ２５５に
おいて取得した計測値の一部またはすべてが統計的に許容可能な範囲内ではなく、加えて
、最大回数の計測が行われている（これはステップＳ２６０で判断される）、一連のステ
ップにより決定される。最大回数の計測は、選択された解剖学的構造または計測タイプに
対して、例えば、適切な数の許容可能な計測値または統計的に許容可能なセットの計測値
を得るために必要とされる計測回数であると考えられる。ステップＳ２６０で最大回数の
計測に達すると、使用者には、使用者が計測を中止し、別の手順をとるべきであると示す
メッセージ（例えば、メッセージＭ２９５）が与えられる。
【００６６】
　ステップＳ２６５は、「異なるウィンドウから収集を再開する」、「別の計測タイプを
選択する」、または「中止する」を含む３つの行動の選択肢を示す。プロセスがステップ
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Ｓ２６５に達したときに、計測値群の質は十分でなく、選択された計測プロトコルに従う
最大回数の試行に達している。異なるウィンドウから再度試みると決定した場合、プロセ
スはデータ収集および計測配置のステップＳ２３０に戻る。別のタイプの計測値収集を試
みると決定した場合、プロセスはステップＳ２１０に戻り、特定の解剖学的構造または計
測タイプを選択する。中止すると決定した場合、プロセスはステップＳ２７０で終了する
。代替的実施形態において、ステップＳ２６５は単に計測値収集を継続することでありう
る。言い換えると、第１決定部としてのプロセッサ１５５は、第２所定回数行われたと判
定された場合に、計測値の収集を再度実行する、関心領域を再度設定するか、又は、計測
値の収集を中止するかを決定する。
【００６７】
　すなわち、図２Ａ～図２Ｃに示したように、表示制御部としてのプロセッサ１５５は、
計測結果を表示させるとともに、計測メトリクスに基づいて決定されたガイダンスを表示
させる。
【００６８】
　表２は、本明細書に記載される実施形態による結果（Shear　Wave　Results）を示し、
せん断波の関心領域（Region　Of　Interest：ＲＯＩ）の標準偏差（Standard　Deviatio
n：ＳＤ）のより有意性のある情報を提供する。表２は、同じウィンドウからの１セット
または１群の１０の個々のＲＯＩについての計測値を表示する。「生データ（Ｒａｗ）」
の値は計測値すべてを含む。「最終データ（Ｆｉｎａｌ）」の値は、使用者が許容可能で
ないものとして選択した値を除外している。つまり、最終データの値は、許容（Accept）
が「Ｙｅｓ」である回に収集された計測値を用いて算出される。
【００６９】
【表２】

【００７０】
　つまり、表２は、設定されたＲＯＩについて、計測値の収集が１０回実行された場合の
結果を表す。表２には、１回目～１０回目までのそれぞれについて、せん断速度（Shear
　Wave　Speed）と標準偏差（ＲＯＩ　ＳＤ）とが算出される。また、表２には、１回目
～１０回目までのそれぞれについて、許容（Accept）されるか（Ｙｅｓ）否か（Ｎｏ）が
判定されている。許容されるか否かについては、閾値との比較により自動的に判定されて
も良いし、操作者の判断で入力されても良い。
【００７１】
　また、表２において、生データ（Ｒａｗ）は、１回目～１０回目までの計測結果（剪断
速度）及び計測メトリクス（標準偏差）の統計値である。なお、生データ（Ｒａｗ）は、
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例えば、５回目までの計測値が収集された時点では、５回目までの計測結果及び計測メト
リクスを用いて算出されてもよい。また、生データ（Ｒａｗ）は、ＲＯＩ内に含まれる各
位置の計測値（各ピクセルにおける剪断速度）に基づいて算出されても良い。
【００７２】
　表２に示す結果では、生データの計測値の標準偏差は統計的に信頼できない結果を示唆
する。ＲＯＩ　ＳＤが低い個々の計測値または統計的外れ値は拒否してもよく、許容不可
能な計測値を置き換えるために計測を繰り返すことができる。最終調整結果において、標
準偏差は統計学的に信頼できる結果を示し、計測値に対して信頼性が与えられる。
【００７３】
　言い換えると、判定部としてのプロセッサ１５５は、複合的な計測メトリクスに基づい
て、計測結果の信頼性を判定してもよい。例えば、プロセッサ１５５は、生データの標準
偏差（ＳＤ）が閾値未満である場合には、計測結果の信頼性が高いと判定する。この場合
、プロセッサ１５５は、上述したガイダンスの表示やＲＯＩ　ＳＤの算出を、必ずしも実
行しなくてもよい。
【００７４】
　また、言い換えると、判定部としてのプロセッサ１５５は、計測値の収集が複数回実行
される場合に、各回の計測メトリクスに基づいて、各回の計測結果が許容可能か否かを判
定する。そして、第３算出部としてのプロセッサ１５５は、許容可能と判定された回の計
測値に基づいて、統計的代表値（Ｆｉｎａｌ）を算出する。この場合、プロセッサ１５５
は、上述したガイダンスの表示や生データ（Ｒａｗ）の算出を、必ずしも実行しなくても
よい。
【００７５】
　また、計測結果が許容可能か否かを判定するための閾値を設定（変更）可能な構成であ
ってもよい。例えば、超音波診断装置１００は、計測結果が許容可能か否かを判定するた
めの閾値を設定するための操作を操作者から受け付ける操作部を更に備える。例えば、操
作部としてのプロセッサ１５５は、インタフェース１６０を介して閾値を設定（若しくは
変更）するための操作を操作者から受け付ける。そして、判定部としてのプロセッサ１５
５は、操作部が受け付けた操作によって設定された閾値に基づいて、各回の前記計測結果
が許容可能か否かを判定する。なお、この場合、閾値としては、単一の閾値が設定されて
も良いし、許容可能な範囲を示す上限の閾値と下限の閾値とが設定されてもよい。
【００７６】
　次に、プロセッサ１５５等の計算装置３００のハードウェア記述は、図３を参照しなが
ら例示的実施形態に従って説明される。
【００７７】
　図３において、計算装置３００は上記および以下で説明されるプロセスを実行するＣＰ
Ｕ３０１を備える。プロセスのデータおよび命令はメモリ３０２に格納可能である。これ
らのプロセスおよび命令はまた、ハードドライブ（Hard　　Drive：ＨＤＤ）または携帯
型記憶媒体等の記憶媒体ディスク３０４に格納でき、または遠隔で格納できる。さらに、
特許請求される特徴は、プロセスの命令が格納されるコンピュータ可読媒体の形態によっ
て限定されるものではない。例えば、命令は、ＣＤ（Compact　　Disk）、ＤＶＤ（Digit
al　　Versatile　　Disc）、ＦＬＡＳＨメモリ、ＲＡＭ（Random　　Access　　Memory
）、ＲＯＭ（Read　　Only　　Memory）、ＰＲＯＭ（Programmable　　Read　　Only　　
Memory）、ＥＰＲＯＭ（Erasable　　Programmable　　Read　　Only　　Memory）、ＥＥ
ＰＲＯＭ（Electrically　　Erasable　　Programmable　　Read　　Only　　Memory）、
ハードディスク、またはサーバもしくはコンピュータ等の計算装置３００と通信する任意
の他の情報処理装置に格納可能である。
【００７８】
　さらに、特許請求される特徴は、ユーティリティアプリケーション、バックグラウンド
デーモン、またはオペレーティングシステムのコンポーネント、またはこれらの組み合わ
せとして提供することができ、ＣＰＵ３０１ならびにＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗ
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ｓ　７、ＵＮＩＸ（登録商標）、Ｓｏｌａｒｉｓ、ＬＩＮＵＸ、Ａｐｐｌｅ　ＭＡＣ－Ｏ
Ｓ、および当業者に公知の他のシステム等のオペレーティングシステムと連動して実行す
る。
【００７９】
　計算装置３００を実現するためのハードウェア素子は、当業者に公知のさまざまな回路
機構素子（処理回路機構）によって実現されうる。例えば、ＣＰＵ３０１は米国のＩｎｔ
ｅｌ社製のＸｅｎｏｎもしくはＣｏｒｅプロセッサまたは米国のＡＭＤ社製のＯｐｔｅｒ
ｏｎプロセッサであってもよく、または当業者に認識されるであろう他の種類のプロセッ
サであってもよい。あるいは、当業者が認識するように、ＣＰＵ３０１はフィールドプロ
グラマブルゲートアレイ（Field　　Programmable　　Gate　　Array：ＦＰＧＡ）、特定
用途向け集積回路（Application　　Specific　　Integrated　　Circuit：ＡＳＩＣ）、
プログラマブル論理デバイス（Programmable　　Logic　　Device：ＰＬＤ）に、または
離散論理回路を用いて実装されうる。さらに、ＣＰＵ３０１は、上記および下記の本発明
のプロセスの命令を並行して実行するように協働して動作する複数のプロセッサとして実
装されうる。
【００８０】
　図３の計算装置３００はまた、ネットワーク３３３と連動する、米国のＩｎｔｅｌ社製
のＩｎｔｅｌ　Ｅｔｈｅｒｎｅｔ　ＰＲＯネットワークインタフェースカード等のネット
ワークコントローラ３０６を備える。認識できるように、ネットワーク３３３は、インタ
ーネット等の公共ネットワーク、またはローカルエリアネットワーク（Local　　Area　
　Network：ＬＡＮ）もしくはワイドエリアネットワーク（Wide　　Area　　Network：Ｗ
ＡＮ）等のプライベートネットワーク、またはこれらの任意の組み合わせであることがで
き、また公衆交換電話網（Public　　Switched　　Telephone　　Network：ＰＳＴＮ）ま
たは総合サービスデジタル網（Integrated　　Services　　Digital　　Network：ＩＳＤ
Ｎ）サブネットワークを含むこともできる。ネットワーク３３３はまた、Ｅｔｈｅｒｎｅ
ｔネットワークのように有線であることができ、またはＥＤＧＥ（Enhanced　　Data　　
rates　　for　　Global　Evolution）、３Ｇ、および４Ｇ無線セルラシステムを含むセ
ルラネットワークのように無線であることができる。無線ネットワークは、ＷｉＦｉ、Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、または任意の他の公知の無線通信形態であることもでき
る。
【００８１】
　計算装置３００はさらに、Ｈｅｗｌｅｔｔ　Ｐａｃｋａｒｄ社製のＨＰＬ２４４５ｗ　
ＬＣＤモニタ等のディスプレイ３１０と連動する、米国のＮＶＩＤＩＡ製社によるＮＶＩ
ＤＩＡ　ＧｅＦｏｒｃｅ　ＧＴＸまたはＱｕａｄｒｏグラフィックアダプタ等のディスプ
レイコントローラ３０８を備える。汎用Ｉ／Ｏインタフェース３１２は、キーボードおよ
び／またはマウス３１４と連動し、さらにディスプレイ３１０の、またはディスプレイ３
１０とは別個のタッチスクリーンパネル３１６とも連動する。タッチスクリーンパネル３
１６は、図２のタッチパネル２３０と関連して上述される特徴を含む。汎用Ｉ／Ｏインタ
フェース３１２はまた、Ｈｅｗｌｅｔｔ　Ｐａｃｋａｒｄ社製ＯＦＦＩＣＥＪＥＴまたは
ＤＥＳＫＪＥＴ等のプリンタおよびスキャナを含む種々の周辺機器３１８に接続する。
【００８２】
　Ｃｒｅａｔｉｖｅ社製ＳＯＵＮＤＢＬＡＳＴＥＲ　Ｘ－ＦＩ　ＴＩＴＡＮＩＵＭ等の音
声コントローラ３２０がさらに計算装置３００に設けられて、スピーカ／マイクロホン３
２２と連動し、これにより音声および／または音楽を提供および／または受信する。
【００８３】
　汎用ストレージコントローラ３２４は、計算装置３００のすべてのコンポーネントを相
互接続するために記憶媒体ディスク３０４を、ＩＳＡ（Industry　　Standard　　Archit
ecture）、ＥＩＳＡ（Extended　　Industry　Standard　Architecture）、ＶＥＳＡ（Vi
deo　Electronics　Standards　Association）、ＰＣＩ（Peripheral　Component　Inter
connect）等であってよい通信バス３２６と接続させる。ディスプレイ３１０、キーボー
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ドおよび／またはマウス３１４、ならびにディスプレイコントローラ３０８、ストレージ
コントローラ３２４、ネットワークコントローラ３０６、音声コントローラ３２０、なら
びに汎用Ｉ／Ｏインタフェース３１２の一般的な特徴および機能の説明は、これらの特徴
が公知であるため、簡潔さを期して本明細書では省略する。
【００８４】
　本開示との関連で記載される例示的な回路素子は、他の素子と置き換えることができ、
また本明細書に提供される例とは異なるように構成されうる。さらに、本明細書に記載さ
れる特徴を実行するように構成された回路機構は、複数の回路ユニット（例えば、チップ
）に実装でき、または特徴は、図４に示すように単一のチップセットの回路機構と組み合
わせることができる。図４のチップセットは、それぞれ図２および図３に関連して上述さ
れる電子デバイス２００または計算装置３００のいずれかと連動して実装されうる。
【００８５】
　図４は、上述のように、メニューナビゲーションを実行するための特定の実施形態に係
るデータ処理システムの概略図である。データ処理システムは、例示的実施形態のプロセ
スを実施するコードまたは命令が存在可能なコンピュータの一例である。
【００８６】
　図４において、データ処理システム４００は、ノースブリッジおよびメモリ制御アプリ
ケーション（ＮＢ／ＭＣＨ）４２５ならびにサウスブリッジおよび入力／出力（Ｉ／Ｏ）
制御アプリケーション（ＳＢ／ＩＣＨ）４２０を含むアプリケーションアーキテクチャを
利用する。ＣＰＵ４３０はＮＢ／ＭＣＨ４２５に接続される。ＮＢ／ＭＣＨ４２５はさら
に、メモリバスを介してメモリ４４５に接続され、アクセラレーテッドグラフィックスポ
ート（Accelerated　Graphics　Port：ＡＧＰ）を介してグラフィックプロセッサ４５０
に接続される。ＮＢ／ＭＣＨ４２５はさらに、内部バス（例えば、ユニファイドメディア
インタフェースまたはダイレクトメディアインタフェース）を介して、ＳＢ／ＩＣＨ４２
０にも接続される。ＣＰＵ４３０は、１つまたは複数のプロセッサコントローラを含むこ
とができ、１つまたは複数の異種プロセッサシステムを使用して実装されうる。
【００８７】
　例えば、図５は、ＣＰＵ４３０の一実施態様を示す。一実施態様において、命令レジス
タ５３８は高速メモリ５４０から命令を読み出す。これら命令の少なくとも一部は命令レ
ジスタ５３８から制御論理５３６によって取り出され、ＣＰＵ４３０の命令セットアーキ
テクチャに従って解釈される。命令の一部もまたレジスタに向けられうる。一実施態様に
おいて、命令はハードワイヤード方法に従って復号され、別の実施態様において、命令は
、命令を複数のクロックパルスに順次適用されるＣＰＵ構成信号のセットに変換するマイ
クロプログラムに従って復号される。命令を取り出して復号した後、命令は、レジスタ５
３２から値をロードし、命令に従ってロードされた値に対して論理演算および数学演算を
実行する算術論理ユニット（Arithmetic　Logic　Unit：ＡＬＵ）５３４を使用して実行
される。これらの演算からの結果は、レジスタ５３２へとフィードバックされ、かつ／ま
たは高速メモリ５４０に格納されうる。特定の実施態様によると、ＣＰＵ４３０の命令セ
ットアーキテクチャは、縮小命令セットアーキテクチャ、複合命令セットアーキテクチャ
、ベクトルプロセッサアーキテクチャ、または超長命令語アーキテクチャを使用できる。
さらに、ＣＰＵ４３０は、フォンノイマンモデルまたはハーバードモデルに基づいてもよ
い。ＣＰＵ４３０は、デジタル信号プロセッサ、ＦＰＧＡ、ＡＳＩＣ、プログラマブル論
理アレイ（Programmable　Logic　Array：ＰＬＡ）、ＰＬＤ、またはＣＰＬＤ（Complex
　Programmable　Logic　Device）であってもよい。さらに、ＣＰＵ４３０はＩｎｔｅｌ
社製もしくはＡＭＤ社製のｘ８６プロセッサ、ＡＲＭプロセッサ、例えばＩＢＭ社製のＰ
ＯＷＥＲアーキテクチャプロセッサ、Ｓｕｎ　Ｍｉｃｒｏｓｙｓｔｅｍｓ社製もしくはＯ
ｒａｃｌｅ社製のＳＰＡＲＣ（Scalable　Processor　Architecture）アーキテクチャプ
ロセッサ、またはその他の公知のＣＰＵアーキテクチャであってもよい。
【００８８】
　図４を再度参照すると、データ処理システム４００は、システムバスを通してＩ／Ｏバ
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ス、ＲＯＭ４５６、ユニバーサルシリアルバス（Universal　Serial　Bus：ＵＳＢ）ポー
ト４６４、フラッシュバイナリ入力／出力システム（Binary　Input/Output　System：Ｂ
ＩＯＳ）４６８、およびグラフィックスコントローラ４５８に接続されているＳＢ／ＩＣ
Ｈ４２０を備えることができる。ＰＣＩ（Peripheral　Component　Interconnect）／Ｐ
ＣＩｅ（Peripheral　Component　Interconnect　express）デバイスもまたＰＣＩバス４
６２を通してＳＢ／ＩＣＨ４２０に接続できる。
【００８９】
　ＰＣＩデバイスとしては、例えば、Ｅｔｈｅｒｎｅｔアダプタ、アドインカード、およ
びノートパソコン用のＰＣカードを挙げることができる。ＨＤＤ４６０およびＣＤ－ＲＯ
Ｍ４６６は、例えば、統合ドライブエレクトロニクス（Integrated　Drive　Electronics
：ＩＤＥ）またはシリアルアドバンスドテクノロジーアタッチメント（Serial　Advanced
　Technology　Attachment：ＳＡＴＡ）を使用できる。一実施態様において、Ｉ／Ｏバス
としてはスーパーＩ／Ｏ（Super　I/O：ＳＩＯ）デバイスを挙げることができる。
【００９０】
　さらに、ＨＤＤ４６０および光学ドライブ４６６はさらに、システムバスを通してＳＢ
／ＩＣＨ４２０に接続できる。一実施態様において、キーボード４７０、マウス４７２、
パラレルポート４７８、およびシリアルポート４７６はＩ／Ｏバスを通してシステムバス
に接続可能である。その他の周辺機器およびデバイスは、ＳＡＴＡまたはＰＡＴＡ（Para
llel　Advanced　Technology　Attachment）、Ｅｔｈｅｒｎｅｔポート、ＩＳＡ（Indust
ry　Standard　Architecture）バス、ＬＰＣ（Low　Pin　Count）ブリッジ、ＳＭバス（S
ystem　Management　Bus）、ＤＭＡ（Direct　Memory　Access）コントローラ、および音
声コーデック等の大容量記憶装置コントローラを使用してＳＢ／ＩＣＨ４２０に接続可能
である。
【００９１】
　さらに、本開示は本明細書で記載された特定の回路素子に限定されず、また本開示はこ
れら素子の特定のサイズおよび種別に限定されるものでもない。例えば、当業者は、本明
細書で記載された回路機構が電池のサイズおよび化学的構造の変化に基づいて、または電
源を供給する意図されるバックアップ負荷の要件に基づいて適合されることを理解するで
あろう。
【００９２】
　本明細書に記載される機能および特徴はまた、システムのさまざまな分散コンポーネン
トによって実行されてもよい。例えば、１つまたは複数のプロセッサは、これらのシステ
ムの機能を実行でき、当該プロセッサはネットワーク内で通信する複数のコンポーネント
に分散されている。分散コンポーネントは、さまざまなヒューマンインタフェースおよび
通信装置（例えば、ディスプレイモニタ、スマートフォン、タブレット、携帯情報端末（
Personal　Digital　Assistant：ＰＤＡ））に加えて、クラウドコンピューティングシス
テム等の、処理を共有可能な１つまたは複数のクライアントおよびサーバマシンを含むこ
とができる。ネットワークは、ＬＡＮもしくはＷＡＮ等のプライベートネットワークであ
ってよく、またはインターネット等の公共ネットワークであってよい。システムへの入力
は、直接使用者入力を通して受信し、またリアルタイムでまたはバッチプロセスとして遠
隔で受信できる。加えて、いくつかの実施態様は、上述のものと同一ではないモジュール
またはハードウェアで実行可能である。したがって、その他の実施態様は特許請求可能な
範囲内である。
【００９３】
　本明細書に記載される機能および特徴はまた、システムのさまざまな分散コンポーネン
トによって実行されてもよい。例えば、処理機能の分散実行はグリッドコンピューティン
グまたはクラウドコンピューティングを用いて実現可能である。遠隔の分散コンピューテ
ィングの多くの様式は、サービスとしてのソフトウェア、サービスとしてのプラットフォ
ーム、サービスとしてのデータ、およびサービスとしてのインフラストラクチャを含め、
クラウドコンピューティング下にあるものを意味しうる。クラウドコンピューティングと
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の使用者にアクセス可能な処理を意味する。
【００９４】
　本明細書に記載される実施形態は、診断計測値の収集の間に未熟な使用者にガイダンス
および命令を提供する。使用者は信頼できる診断結果を決定するために長年にわたる経験
を必要としうる。加えて、数人の経験豊かな使用者が、複数の解剖学的領域および疾患に
対する信頼できる診断結果を決定するために必要とされるであろう。例えば、第１の経験
豊かな使用者は、肝腫瘍診断における彼／彼女の幅広い経験の結果、信頼できる肝腫瘍診
断結果を見分けることができる。第２の経験豊かな使用者は、肝線維化診断における彼／
彼女の幅広い経験の結果、信頼できる肝線維化診断結果を見分けることができる。種々の
医学的専門分野のその他経験豊かな使用者が、各種解剖学的領域および／または疾患に対
する信頼できる診断結果を決定するために必要とされるであろう。
【００９５】
　しかしながら、本明細書に記載される実施形態は、比較的経験の浅い使用者のために複
数の解剖学的領域および／または疾患の信頼できる診断結果を決定する。使用者は単に、
診断装置の操作方法と、リアルタイム計測値収集ガイダンスシステムとの対話方法とを知
っていればよい。その結果、比較的経験の浅い使用者が、複数のさまざまな医療分野にわ
たる複数人の経験豊かな使用者によって決定された結果と同等の信頼できる診断結果を決
定できる。１人の経験の浅い使用者が、複数人の経験豊かな使用者を組み合わせたのとほ
ぼ同一の信頼できる診断結果を決定可能である。
【００９６】
　前述の考察は、本開示の単なる例示的実施形態を開示し、説明する。当業者が理解する
ように、本開示は、その趣旨または必須の特徴を逸脱することなく他の具体的な形態で実
施されてもよい。したがって、本開示は、特許請求の範囲を含む本開示の範囲を限定する
のではなく、例示的であることが意図される。本明細書における教示のいかなる容易に認
識可能な変形物も含む本開示は、どの発明の主題も公開専用とならないように、前述の特
許請求の範囲の用語の範囲を部分的に定義する。
【符号の説明】
【００９７】
　１００　　　超音波診断装置
　１５５　　　プロセッサ
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摘要(译)

要解决的问题：提供能够容易地获得高可靠性的测量值的超声波诊断装
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算测量结果。第二计算单元基于感兴趣区域中包括的各个位置的测量值
来计算与测量结果的可靠性有关的测量度量。显示控制单元显示测量结
果并显示基于测量度量决定的指导。 点域1
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